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厚生労働省 京都労働局
監督課長 多賀谷 千尋

ト ラックドライバーの労働実態と労働時間 削 減 に 向 け た 取 組

資料２
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長方形



トラックドライバーの労働時間規制（時間外労働の上限規制、改善基準告示）
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（資料出所）総務省「労働力調査」（平成23年は岩手県、宮城県及び福島県を除く）を基に作成

（業種別︓令和4年～令和6年）

週労働時間60時間以上の雇用者の割合

ドライバーの過労死等の概況（労働時間の状況（週60時間以上の雇用者割合））（全国）
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週労働時間40時間以上の雇用者に占める
週労働時間60時間以上の雇用者の割合

（参考）全雇用者に占める
週労働時間60時間以上の雇用者の割合
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● 週労働時間が40時間以上の雇用者のうち、60時間以上の雇用者の割合は減少傾向。
● 運輸・郵便業については、全業種の中で最も週60時間以上の雇用者の割合が高い傾向にある。
※ 前年より0.5ポイント以上増加している業種は「不動産業,物品賃貸業」のみ。



●自動車運転従事者は、脳・心臓疾患については、平成23年以降、全業種の中で最も高い傾向にあり、精神障害事案については、他の業種
に比べ多い傾向にある中、「平成23年～平成25年」と比べ、直近の「令和２年～令和４年」において大幅に増加している。

ドライバーの過労死等の概況（脳・心臓疾患事案、精神障害事案）（全国）
（資料出所）労働安全衛生総合研究所過労死等防止調査研究センターの調査結果データを基に作成

① 脳・心臓疾患事案の３年ごとの平均事案数の推移

○ 自動車運転従事者は「令和２年度～令和４年度」で減少。建設業は
一旦減少していたが、直近では再び増加。
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② 精神障害事案の３年ごとの平均事案数の推移
○ IT産業以外は増加傾向。特に医療は、「令和２年度～令和４年度」は
「平成23年度～平成25年度」と比べ約３倍となっており、自動車運転
従事者も大幅に増加し、建設業は高止まりしている。
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京都労働局における長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導状況
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１ 業種毎の傾向を見ると、
⑴ 労働基準関係法令違反については、
○京都局においては、接客娯楽業（91.7％）、建設業（90.5％）、運輸交通業（90％）の業種が高く、
●全国においては、運輸交通業（87.5％）、接客娯楽業（86.8％）、保健衛生業（84.5％）の業種が高くなっている。

⑵ 違法な時間外労働違反については、
○ 京都局においては、運輸交通業（75％）、接客娯楽業（61.1％）、建設業（52.4％）の業種が高く、
● 全国においては、運輸交通業（66.3％）、接客娯楽業（50.4％）、製造業（45.7％）の業種が高くなっている。

昨年度から適用が開始された業種・業務を含め、上限規制の遵守に向け、引き続き、監督指導を行うとともに、関係行政機関と連
携して、発注者や荷主などへの関係者への要請・働きかけ含め、丁寧な支援や周知啓発を行ってまいります。



働き方改革の実現に向けて、荷主の方にもご協力をお願いしています

トラックドライバーの働き方改革の実現のため、厚生労働省では、国土交通省と連携して働き方改革ＰＲ動画を通じて、
荷主に向けて荷待ち時間削減、荷役作業効率化に向けた協力を呼びかけている。

トラックドライバーにとっては、荷物の積み下ろしの際
の待機時間が負担となっており、荷主の立場から何も対
策をしなければ、2030年度には約34％の輸送能力が不
足する可能性があると言われていること。

荷主の方には、荷待ち時間の削減のため、適切な貨物の
受取・引渡し日時の指定、予約システムの導入などの取
組をお願いしたいこと。

また、荷物の積みおろし作業の効率化のためにも、パ
レットの導入などの工夫を進めていただきたいこと。

さらに、トラックドライバーの処遇改善に向けて、「標
準的運賃」を参考に運賃や荷待ち・荷役作業等の料金な
どの見直しもご検討いただきたいこと。

また、一般国民の立場においても、なるべく再配達にな
らないような配慮をお願いしたいこと。
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２代目イメージキャラクター
労働基準局広報キャラクター「たしかめたん」

（働き方改革ＰＲ動画）

（長時間の荷待ちに関する情報メール窓口）

労働基準監督署から荷主等に対して、長時間の恒常的
な荷待ち時間を発生させないよう努めることを要請し
ている。

働き方改革ＰＲ動画のポイント



荷待ち時間の削減等に向けた荷主の取組にご協力ください

令和７年４月施行の物流改正法により、荷主等に物流効率化のために取り組むべき措置についての努力義務等が課されている。
荷主が講じるべき物流効率化のための取組には、荷待ち時間・荷役時間の削減に関するものもあり、これらは、トラックドライ
バーの長時間労働の是正に資するものであることから、事業者の皆さまも、導入された予約受付システムを積極的に利用するな
ど荷主の取組にご協力をお願いいたします。

6

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（物流改正法）概要

○ 荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力
義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。

○ 上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。

１．荷主・物流事業者に対する規制的措置【流通業務総合効率化法】

○ 元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成
を義務付け。

○ 荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約の締結等に際して、
提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）
等について記載した書面による交付等を義務付け。

○ トラック事業者・利用運送事業者に対し、他の事業者の運送の利用（=下請け
に出す行為）の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業
者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。

２．トラック事業者の取引に対する規制的措置【貨物自動車運送事業法】

※ 法律の名称を「物資の流通の効率化に関する法律」に変更（令和７年４月施行）

（令和８年４月施行予定）

○ 上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計
画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組の実施状況が不十
分の場合、勧告・命令を実施。

○ さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。

（令和７年４月施行）

＜荷待ち時間の削減＞
・ トラック予約受付システムの導入や混雑時間を回避した日時指定等
による貨物の出荷・納品日時の分散 等

トラック予約受付システム
の導入

＜荷役等時間の削減＞
・パレット等の輸送用器具の導入による 荷役等の効率化
・ 商品を識別するタグの導入や検品・返品水準の合理化等による検品
の効率化

・バース等の荷捌き場の適正な確保による荷役作業のための環境整備
・ フォークリフトや荷役作業員の適切な配置等によるトラックドライ
バーの負担軽減と積卸し作業の効率化 等

パレットの利用や
検品の効率化

荷主の取組例



自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトについて

令和3年度の設置形態
「自動車運転者の長時間労働の改善に向けたポータルサイト」に新たなコンテンツ「物流情報局」を設け、
トラックドライバーの長時間労働の是正や賃上げに向けて、物流改正法や標準的運賃なども含めた物流に
関する最新情報を発信している。

改善基準告示についても、
解説テキストと解説動画
を掲載。

（解説動画）
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（ポータルサイト）



物流業界の魅力向上につながる老舗運送会社の働き方改革取組事例～株式会社塚腰運送（京都府京都市）～
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ご清聴ありがとうございました。
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労働基準局
広報キャラクター たしかめたん

「働き方改革」は、
「魅力ある職場づくり」の実現による
生産性向上、人手不足解消のチャンス︕

関 係 情 報 は こ ち ら の ウ ェ ブ サ イ ト で 発 信 し て い ま す 。

生 産 性 の 向 上 に 向 け て 、 働 き 方 改 革 推 進 支 援 セ ン タ ー
も 是 非 ご 利 用 く だ さ い ︕

（厚生労働省ウェブサイト） （特設サイト「はたらきかたススメ」）

（働き方改革特設サイト）

（自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト）




